
 

 

 

 

 

 

障害者基本法の一部を改正する法律（平成 23 年法律第 90 号）（抄） 
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障害者基本法 新旧対照表 

改正障害者基本法 旧障害者基本法 

第一章 総則 第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく

基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであ

るとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てら

れることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実

現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、

基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするととも

に、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項

を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施

策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

 

（目的） 

第一条 この法律は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に

関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにする

とともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる

事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための

施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて障害者の福祉を増進することを

目的とする。 

 

 

 

 

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ

当該各号に定めるところによる。 

一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その

他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）がある者であつて

、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制

限を受ける状態にあるものをいう。 

二 社会的障壁 障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む

上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切

のものをいう。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神

障害（以下「障害」と総称する。）があるため、継続的に日常生活又は社

会生活に相当な制限を受ける者をいう。 
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（地域社会における共生等） 

第三条 第一条に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でな

い者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ

、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提とし

つつ、次に掲げる事項を旨として図られなければならない。 

一 全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他

あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。 

二 全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択

の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げら

れないこと。 

三 全て障害者は、可能な限り、言語（手話を含む。）その他の意思疎

通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取

得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。 

 

（基本的理念） 

第三条 すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわし

い生活を保障される権利を有する。 

 

 

２ すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他

あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる。 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

３ 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の

権利利益を侵害する行為をしてはならない。 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（差別の禁止） 

第四条 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することそ

の他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。 

２ 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、か

つ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて

前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ

合理的な配慮がされなければならない。 

３ 国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の

普及を図るため、当該行為の防止を図るために必要となる情報の収集、

整理及び提供を行うものとする。 
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（職業相談等） 

第十八条 国及び地方公共団体は、障害者の職業選択の自由を尊重しつ

つ、障害者がその能力に応じて適切な職業に従事することができるよう

にするため、障害者の多様な就業の機会を確保するよう努めるとともに

、個々の障害者の特性に配慮した職業相談、職業指導、職業訓練及び職

業紹介の実施その他必要な施策を講じなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、障害者の多様な就業の機会の確保を図るた

め、前項に規定する施策に関する調査及び研究を促進しなければならな

い。 

３ 国及び地方公共団体は、障害者の地域社会における作業活動の場及

び障害者の職業訓練のための施設の拡充を図るため、これに必要な費用

の助成その他必要な施策を講じなければならない。 

 

（職業相談等） 

第十五条 国及び地方公共団体は、障害者の職業選択の自由を尊重しつつ

、障害者がその能力に応じて適切な職業に従事することができるようにす

るため、その障害の状態に配慮した職業相談、職業指導、職業訓練及び職

業紹介の実施その他必要な施策を講じなければならない。 

 

２ 国及び地方公共団体は、障害者に適した職種及び職域に関する調査及

び研究を促進しなければならない。 

 

３ 国及び地方公共団体は、障害者の地域における作業活動の場及び障害

者の職業訓練のための施設の拡充を図るため、これに必要な費用の助成そ

の他必要な施策を講じなければならない。 

 

（雇用の促進等） 

第十九条 国及び地方公共団体は、国及び地方公共団体並びに事業者に

おける障害者の雇用を促進するため、障害者の優先雇用その他の施策を

講じなければならない。 

２ 事業主は、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、

適切な雇用の機会を確保するとともに、個々の障害者の特性に応じた適

正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなけれ

ばならない。 

３ 国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、障害者

の雇用のための経済的負担を軽減し、もつてその雇用の促進及び継続を

図るため、障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備の整備

等に要する費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。 

（雇用の促進等） 

第十六条 国及び地方公共団体は、障害者の雇用を促進するため、障害者

に適した職種又は職域について障害者の優先雇用の施策を講じなければ

ならない。 

２ 事業主は、社会連帯の理念に基づき、障害者の雇用に関し、その有す

る能力を正当に評価し、適切な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理

を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。 

 

３ 国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、障害者の

雇用のための経済的負担を軽減し、もつてその雇用の促進及び継続を図る

ため、障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備の整備等に要

する費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。 
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